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～そのほかの特別会計決算～
国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業

歳入　24億4984万円
歳出　23億4707万円

差引　 １億  276万円

介護保険事業介護保険事業介護保険事業

歳入　15億8274万円
歳出　15億5590万円

差引　　　 2684万円

後期高齢者医療事業後期高齢者医療事業後期高齢者医療事業

歳入　 １億9263万円
歳出　 １億8781万円

差引　　　　482万円

緑の村運営事業緑の村運営事業緑の村運営事業

歳入　　　 2335万円
歳出　　　 2262万円

差引　　　　  73万円

公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業

歳入　 ７億1648万円
歳出　 ７億1193万円

差引　　　　455万円

情報通信基盤施設運営事業情報通信基盤施設運営事業情報通信基盤施設運営事業

歳入　　　 4526万円
歳出　　　 4019万円

差引　　　　507万円

公共用地先行取得事業公共用地先行取得事業公共用地先行取得事業

歳入　　　　768万円
歳出　　　　768万円

差引　　　　 1118円

水道事業（収益的収支）水道事業（収益的収支）水道事業（収益的収支）

歳入　 ３億2824万円
歳出　 ２億8916万円

差引　　　 3908万円

水道事業（資本的収支）水道事業（資本的収支）水道事業（資本的収支）

歳入　　　5341万円
歳出　２億1170万円

差引－１億5829万円

　

平
成
19
年
に「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
法
律
」が
制
定
さ
れ
、４

つ
の
指
標
で
財
政
の
健
全
度
を
測
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
23

年
度
の
各
指
標
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
財
政
健
全
化
判
断
比
率
】

　

破
た
ん
し
た
自
治
体
の
教
訓
を
生
か
し
、

早
い
段
階
で
破
た
ん
を
是
正
す
る
た
め「
地

方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る

法
律
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
に

よ
っ
て
、普
通
会
計
だ
け
で
な
く
、特
別
会

計
や
一
部
事
務
組
合
な
ど
の
経
営
状
況
も

含
め
て
４
つ
の
指
標（
①
実
質
赤
字
比
率
、

②
実
質
連
結
赤
字
比
率
、③
実
質
公
債
費
比

率
、④
将
来
負
担
比
率
）が
算
出
さ
れ
ま
す
。

こ
の
指
標
は
、全
国
す
べ
て
の
自
治
体
が
共

通
す
る
基
準
で
算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、規
模

の
大
小
を
問
わ
ず
、健
全
度
を
測
る
物
差
し

と
な
り
ま
す
。

【
実
質
赤
字
比
率
】

　

普
通
会
計
の
収
支
が
赤
字
と
な
っ
た
場

合
、そ
の
割
合
が
町
の
標
準
財
政
規
模
に
対

し
て
ど
の
程
度
か
を
測
る
指
標
で
す
。
家

計
に
例
え
れ
ば
、年
間
の
収
支
赤
字
が
年
収

に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
か
を
示
す

も
の
で
す
。
平
成
23
年
度
決
算
で
は
約
３

億
円
の
黒
字
で
す
の
で
、こ
の
比
率
は
無
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
連
結
実
質
赤
字
比
率
】

　

全
会
計
の
総
額
の
収
支
が
赤
字
と
な
っ

た
場
合
、そ
の
割
合
が
町
の
標
準
財
政
規
模

に
対
し
て
ど
の
程
度
か
を
測
る
指
標
で
す
。

家
計
に
例
え
る
と
、お
父
さ
ん
の
収
支（
一

般
会
計
）だ
け
で
な
く
、同
居
し
て
い
る
お

じ
い
さ
ん
の
収
支（
例
え
ば
水
道
事
業
）や
、

お
母
さ
ん
の
収
支（
例
え
ば
介
護
保
険
事

業
）な
ど
、同
居
し
て
い
る
全
て
の
収
支
を

合
計
し
て
赤
字
の
割
合
を
示
す
も
の
で
す
。

町
で
は
赤
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
実
質
公
債
費
比
率
】

　

一
年
間
の
う
ち
に
債
務
返
済
に
支
出
さ

れ
た
額
が
、町
の
標
準
財
政
規
模
に
対
し
て

ど
の
程
度
か
を
測
る
指
標
で
す
。
家
計
に

例
え
る
と
年
間
の
収
入
に
対
す
る
年
間
の

借
金
返
済
の
割
合
で
す
。
借
金
返
済
は
義

務
的
な
経
費
で
す
か
ら
、こ
の
値
が
高
ほ
ど

財
政
運
営
に
柔
軟
性
を
欠
い
て
い
る
と
い

え
ま
す
。
御
船
町
は
12
・
９
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。｠

【
将
来
負
担
比
率
】

　

町
が
将
来
に
渡
っ
て
返
済
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
債
務
の
総
額
が
、標
準
財
政
規
模

に
対
し
て
ど
の
程
度
か
を
測
る
指
標
で
す
。

家
計
に
例
え
る
と
、家
族
の
年
間
収
入
に
対

し
て
、何
年
分
の
借
金
が
あ
る
か
を
示
す
割

合
で
す
。
１
０
０
％
の
場
合
、一
年
分
の
年

収
と
同
じ
借
金
の
総
額
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
御
船
町
は
92
・
８
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
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 2億円 

約 5億 1000万円 

約11億5000万円 

約15億5900万円 
↑
金
額
が
高
い
ほ
ど
財
政
に
安
心
感

 

10年度末 15年度末 23年度末 

　町には、財政調整基金、地域福祉基金、ふるさ
と応援基金など、7つの基金があります。基金は、
目的に応じて利用できる貯金です。平成23年度末
基金残高は、約15億5900万円となっています。
町民一人あたりに計算すると、約8万6000円の貯
金を積立てている計算です。平成10年度末残高の
約5億1000万円から、約10年間で約10億円の貯
金をコツコツと積み立てています。

まちの貯金（基金）

貯金は約15億5900万円
　町には、一般会計、下水道事業、水道事業など
の地方債があります。地方債は、事業ごとの借金
で、ローンを組んで毎年返済しています。平成23
年度末借金残高は、約124億7300万円となってい
ます。町民一人あたりに計算すると、約69万
3000円の借金を背負っている計算です。下水道事
業と水道事業は、平成13年度をピークに緩やかな
減少傾向となっています。

まちの借金（地方債）

借金は約124億7300万円
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 100億円
 80億円

 60億円

40億円

約 129億5000万円

約137億 7000万円

約 124億 7300万円 

→

金
額
が
低
い
ほ
ど
財
政
に
安
定
感 

  10年度末 15年度末 23年度末 

　財政力指数は、町の体力（財政能力）を示す数
値です。数値が高いほど、財政力が強固で積極的
な行政活動が可能とされ、100％を超えると国か
らの地方交付税が不交付となります。御船町は、
県内平均を下回る状況が横ばいに続いていました
が、平成23年度は36％と県平均の35％を上回り
ました。

まちの体力（財政力指数）

県平均を上回る財政力
　財政健全化判断比率は、市町村財政の健康状態をみる数
値です。数値が早期健全化基準を上回ると、財政健全化計
画を作り、実施状況の報告や公表が必要となります。万が
一、財政再生基準に達すると財政破たんとなり国の管理化
におかれて、御船町でお金が自由に使えなくなります。
【実質赤字比率】･･･普通会計の財政運営からみる赤字額の比
　　　　　　　　 率
【連結実質赤字比率】･･･すべての会計の財政運営からみる赤   
　　　　　　　　　　 字額の比率
【実質公債費比率】･･･借金の返済額などの割合をみる比率
【将来負担比率】･･･町の負債残高から将来財政への圧迫度を 
　　　　　　　　 みる比率

まちの健康（財政健全化判断比率）

財政状況は健康な状態を維持
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指
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